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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電源部を備え、外部機器と無線通信を行う際の通信にかかるモードを複数設定可能な携
帯情報端末であって、
　前記電源部のバッテリ容量を確認する確認手段と、
　前記複数設定された通信にかかるモードを切り替える閾値を記憶する記憶手段と、
　前記複数設定された通信にかかるモードをそれぞれ切り替えるバッテリ容量の閾値をそ
れぞれ前記記憶手段に登録する登録手段と、
　前記確認手段による確認の結果得られたバッテリ容量と、前記登録手段により登録され
たバッテリ容量の閾値であって前記記憶手段に記憶された閾値とに従って、前記外部機器
との通信にかかるモードを、前記複数設定された通信にかかるモードの中から選択された
他の通信にかかるモードに切り替える切り替え手段と、
　を備え、
　前記複数設定された通信にかかるモードのうち１つには、前記外部機器と通信を行う画
面に画面遷移する前の画面で事前に前記外部機器と接続する予め定められた接続ポイント
に達した際に前記外部機器と事前に接続して通信後に切断する事前接続モードを含むこと
を特徴とする携帯情報端末。
【請求項２】
　前記切り替え手段により切り替えられたモードが事前接続モードである場合に、前記外
部機器と通信を行う画面に画面遷移する前の画面で事前に前記外部機器と接続する前記接
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続ポイントに達したか否かを判定する判定手段と、
　前記判定手段により、前記接続ポイントに達したと判定された場合に、前記外部機器と
事前に接続して前記外部機器と通信を行う画面で通信を行った後に切断する制御手段と、
　を更に備えることを特徴とする請求項１に記載の携帯情報端末。
【請求項３】
　前記切り替え手段によるモードの切り替え処理を実行するかの設定を受け付ける受付手
段を更に備え、
　前記切り替え手段は、前記受付手段により、前記切り替え手段によるモードの切り替え
処理を実行するとの設定を受け付けた場合には、前記確認手段による確認の結果得られた
バッテリ容量と、前記登録手段により登録されたバッテリ容量の閾値であって前記記憶手
段に記憶された閾値とに従って、前記外部機器との通信にかかるモードを、前記複数設定
された通信にかかるモードの中から選択された他の通信にかかるモードに切り替えること
を特徴とする請求項１又は２に記載の携帯情報端末。
【請求項４】
　前記受付手段により、前記切り替え手段によるモードの切り替え処理を実行しないとの
設定を受け付けた場合には、前記切り替え手段によるモードの切り替え処理を実行するこ
となく、前記外部機器と通信を行うべく、前記外部機器との通信にかかる固定のモードで
動作する動作手段を更に備えることを特徴とする請求項３に記載の携帯情報端末。
【請求項５】
　アプリケーションを起動する起動手段を更に備え、
　前記確認手段は、前記起動手段によりアプリケーションが起動している間、所定のタイ
ミングで確認を行うことを特徴とする請求項１乃至４の何れか１項に記載の携帯情報端末
。
【請求項６】
　前記複数設定された通信にかかるモードは、外部機器と常時接続する常時接続モードと
、通信を行う都度接続と切断を行う都度接続モードとを含み、
　前記記憶手段は、前記切り替え手段により前記常時接続モードに切り替えるバッテリ容
量が、前記切り替え手段により前記事前接続モードに切り替えるバッテリ容量よりも高く
、前記切り替え手段により前記都度接続モードに切り替えるバッテリ容量が、前記切り替
え手段により前記事前接続モードに切り替えるバッテリ容量よりも低くなるように、前記
複数設定された通信にかかるモードをそれぞれ切り替えるバッテリ容量の閾値が記憶され
ていることを特徴とする請求項１乃至５のいずれか１項に記載の携帯情報端末。
【請求項７】
　電源部を備え、外部機器と無線通信を行う際の通信にかかるモードを複数設定可能であ
り、前記複数設定された通信にかかるモードを切り替える閾値を記憶する記憶手段を有す
る携帯情報端末における制御方法であって、
　前記電源部のバッテリ容量を確認する確認ステップと、
　前記複数設定された通信にかかるモードをそれぞれ切り替えるバッテリ容量の閾値をそ
れぞれ前記記憶手段に登録する登録ステップと、
　前記確認ステップによる確認の結果得られたバッテリ容量と、前記登録ステップにより
登録されたバッテリ容量の閾値であって前記記憶手段に記憶された閾値とに従って、前記
外部機器との通信にかかるモードを、前記複数設定された通信にかかるモードの中から選
択された他の通信にかかるモードに切り替える切り替えステップと
を含み、
　前記複数設定された通信にかかるモードのうち１つには、前記外部機器と通信を行う画
面に画面遷移する前の画面で事前に前記外部機器と接続する予め定められた接続ポイント
に達した際に前記外部機器と事前に接続して通信後に切断する事前接続モードを含むこと
を特徴とする制御方法。
【請求項８】
　電源部を備え、外部機器と無線通信を行う際の通信にかかるモードを複数設定可能であ
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り、前記複数設定された通信にかかるモードを切り替える閾値を記憶する記憶手段を有す
る携帯情報端末において実行可能なプログラムであって、
　前記電源部のバッテリ容量を確認する確認手段、
　前記複数設定された通信にかかるモードをそれぞれ切り替えるバッテリ容量の閾値をそ
れぞれ前記記憶手段に登録する登録手段、
　前記確認手段による確認の結果得られたバッテリ容量と、前記登録手段により登録され
たバッテリ容量の閾値であって前記記憶手段に記憶された閾値とに従って、前記外部機器
との通信にかかるモードを、前記複数設定された通信にかかるモードの中から選択された
他の通信にかかるモードに切り替える切り替え手段として前記携帯情報端末を機能させ、
　前記複数設定された通信にかかるモードのうち１つには、前記外部機器と通信を行う画
面に画面遷移する前の画面で事前に前記外部機器と接続する予め定められた接続ポイント
に達した際に前記外部機器と事前に接続して通信後に切断する事前接続モードを含むこと
を特徴とするプログラム。
 

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　ハンディターミナル端末とＢｌｕｅｔｏｏｔｈ機器との通信に関する。
【背景技術】
【０００２】
　携帯情報端末であるハンディターミナル端末（以下、ＨＴ端末という。）がＢｌｕｅｔ
ｏｏｔｈ機器との通信を行う場合、接続に１秒～３秒、切断に２秒程度の時間を要する。
【０００３】
　ＨＴ端末の運用上、１日に２００回以上Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ機器と「接続／切断」を繰
り返す業務があるが、その「接続／切断」の合計時間は５秒×２００回＝１０００秒＝約
１７分かかっていることになる。これを月換算、年換算すると膨大な時間となるため、業
務を行えない無駄な時間が生じていることになる。
【０００４】
　そこで、ＨＴ端末とＢｌｕｅｔｏｏｔｈ機器を常時接続する方法も考えられるが、運用
時間中、常に接続することになり、電池（バッテリ）の消耗が激しく、ＨＴ端末の運用時
間が短くなるという問題がある。
【０００５】
　特許文献１には、情報端末と撮像端末の間で、ポイントツーポイントの情報転送無線通
信の接続を事前に行う技術に関する記載がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００７－１９６６５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、特許文献１は、単に事前に接続するものであって、接続するモードを切
り替えることについては何らの開示もなく、電池残量に応じて、接続モードを動的に変更
することはできない。
【０００８】
　本発明は、携帯情報端末のバッテリ容量に従って、携帯情報端末と外部機器との通信に
かかるモードを、複数設定された通信にかかるモードの中から選択された他の通信にかか
るモードに切り替えることができ、当該複数設定された通信にかかるモードのうち１つは
、当該外部機器と通信を行う画面に画面遷移する前の画面で事前に当該外部機器と接続す
る予め定められた接続ポイントに達した際に当該外部機器と事前に接続して通信後に切断
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する事前接続モードを含む仕組みを提供することを目的とする。
 
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明は、電源部を備え、外部機器と無線通信を行う際の通信にかかるモードを複数設
定可能な携帯情報端末であって、前記電源部のバッテリ容量を確認する確認手段と、前記
複数設定された通信にかかるモードを切り替える閾値を記憶する記憶手段と、前記複数設
定された通信にかかるモードをそれぞれ切り替えるバッテリ容量の閾値をそれぞれ前記記
憶手段に登録する登録手段と、前記確認手段による確認の結果得られたバッテリ容量と、
前記登録手段により登録されたバッテリ容量の閾値であって前記記憶手段に記憶された閾
値とに従って、前記外部機器との通信にかかるモードを、前記複数設定された通信にかか
るモードの中から選択された他の通信にかかるモードに切り替える切り替え手段と、を備
え、前記複数設定された通信にかかるモードのうち１つには、前記外部機器と通信を行う
画面に画面遷移する前の画面で事前に前記外部機器と接続する予め定められた接続ポイン
トに達した際に前記外部機器と事前に接続して通信後に切断する事前接続モードを含むこ
とを特徴とする。
　また、本発明は、電源部を備え、外部機器と無線通信を行う際の通信にかかるモードを
複数設定可能であり、前記複数設定された通信にかかるモードを切り替える閾値を記憶す
る記憶手段を有する携帯情報端末における制御方法であって、前記電源部のバッテリ容量
を確認する確認ステップと、前記複数設定された通信にかかるモードをそれぞれ切り替え
るバッテリ容量の閾値をそれぞれ前記記憶手段に登録する登録ステップと、前記確認ステ
ップによる確認の結果得られたバッテリ容量と、前記登録ステップにより登録されたバッ
テリ容量の閾値であって前記記憶手段に記憶された閾値とに従って、前記外部機器との通
信にかかるモードを、前記複数設定された通信にかかるモードの中から選択された他の通
信にかかるモードに切り替える切り替えステップとを含み、前記複数設定された通信にか
かるモードのうち１つには、前記外部機器と通信を行う画面に画面遷移する前の画面で事
前に前記外部機器と接続する予め定められた接続ポイントに達した際に前記外部機器と事
前に接続して通信後に切断する事前接続モードを含むことを特徴とする。
　また、本発明は、電源部を備え、外部機器と無線通信を行う際の通信にかかるモードを
複数設定可能であり、前記複数設定された通信にかかるモードを切り替える閾値を記憶す
る記憶手段を有する携帯情報端末において実行可能なプログラムであって、前記電源部の
バッテリ容量を確認する確認手段、前記複数設定された通信にかかるモードをそれぞれ切
り替えるバッテリ容量の閾値をそれぞれ前記記憶手段に登録する登録手段、前記確認手段
による確認の結果得られたバッテリ容量と、前記登録手段により登録されたバッテリ容量
の閾値であって前記記憶手段に記憶された閾値とに従って、前記外部機器との通信にかか
るモードを、前記複数設定された通信にかかるモードの中から選択された他の通信にかか
るモードに切り替える切り替え手段として前記携帯情報端末を機能させ、前記複数設定さ
れた通信にかかるモードのうち１つには、前記外部機器と通信を行う画面に画面遷移する
前の画面で事前に前記外部機器と接続する予め定められた接続ポイントに達した際に前記
外部機器と事前に接続して通信後に切断する事前接続モードを含むことを特徴とする。
 
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、携帯情報端末のバッテリ容量に従って、携帯情報端末と外部機器との
通信にかかるモードを、複数設定された通信にかかるモードの中から選択された他の通信
にかかるモードに切り替えることができ、当該複数設定された通信にかかるモードのうち
１つは、当該外部機器と通信を行う画面に画面遷移する前の画面で事前に当該外部機器と
接続する予め定められた接続ポイントに達した際に当該外部機器と事前に接続して通信後
に切断する事前接続モードを含む仕組みを提供することができる。
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【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】ＨＴ端末のハードウェア構成図である。
【図２】ＨＴ端末上で動作するソフトウェアモジュール構成図である。
【図３】接続モードを設定する画面例を示す図である。
【図４】ＨＴ端末における処理の流れを示すフローチャートである。
【図５】ＨＴ端末の画面例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、図面を用いて本発明の実施の形態を説明する。
【００１３】
　本発明の実施の形態においては、ハンディターミナル端末（以下、ＨＴ端末という。）
において処理が実行されるものとして説明する。
【００１４】
　図１は、ＨＴ端末（携帯情報端末）のハードウェア構成を示す図である。
【００１５】
　図１に示すように、ＨＴ端末は、システムバス１１１を介してＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ
　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）１０１、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍ
ｅｍｏｒｙ）１０２、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）１０３、操作部　Ｉ
／Ｆ１０４、プリンタ　Ｉ／Ｆ１０６、ＭＣ（Ｍｅｍｏｒｙ　Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ）１
０８、外部　Ｉ／Ｆ１１０などが接続された構成となる。
【００１６】
　ＣＰＵ１０１は、ＲＯＭ１０３の「プログラム用ＲＯＭ」に記憶されたプログラムに基
づいてシステムバス１１１に接続された各デバイスを制御し、情報処理装置全体を統括制
御する。また、このＲＯＭ１０３の「フォント用ＲＯＭ」にはフォントデータ等を記憶し
、ＲＯＭ１０３の「データ用ＲＯＭ」には各種データを記憶する。
【００１７】
　ＲＡＭ１０２は、ＣＰＵ１０１の主メモリ、ワークエリア等として機能する。
【００１８】
　操作部　Ｉ／Ｆ１０４は、操作部（ＵＩ）１０５とのインタフェース部であり、操作部
１０５に表示する各種画面を表示し、ユーザによる入出力操作を可能とする。
【００１９】
　プリンタ　Ｉ／Ｆ１０６は、プリンタ部１０７とのインタフェース部である。
【００２０】
　ＭＣ１０８は、ハードディスク１０９などのアクセスを制御する。
【００２１】
　外部　Ｉ／Ｆ１１０は、無線通信により外部機器との通信を行う。例えば、Ｂｌｕｅｔ
ｏｏｔｈ通信によりＢｌｕｅｔｏｏｔｈ機器と通信を行う。Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ機器とは
、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ通信可能な機器であり、プリンタなどがある。
【００２２】
　電源部１１２は、ＨＴ端末に電力を供給する電池・バッテリである。
【００２３】
　図２は、ＨＴ端末上で動作するソフトウェアモジュール構成図である。
【００２４】
　２０は、ＨＴ端末のハードディスク１０９である。
【００２５】
　ハードディスク１０９には、アプリケーション２０１と、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ接続ライ
ブラリ２０２と、ＯＳ（オペレーティングシステム）２０３とが記憶されている。
【００２６】
　アプリケーション２０１がＢｌｕｅｔｏｏｔｈ接続ライブラリ２０２を呼び出すことで
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、ＨＴ端末とＢｌｕｅｔｏｏｔｈ機器との「接続／切断」処理が行われる。
【００２７】
　図３は、接続モードを設定する画面例を示す図である。
【００２８】
　ユーザは、ＨＴ端末のメニュー画面からこの画面を呼び出し、各種設定を行う。
【００２９】
　３０１にチェックをすることで、接続モードの設定が有効となり、グレイアウトしてい
た３０２～３０３が入力可能となる。
【００３０】
　３０２が「常時接続モード」、３０３が「事前接続モード」、３０４が「都度接続モー
ド」である。
【００３１】
　「常時接続モード」は、アプリケーションを起動してから終了するまでの間、ＨＴ端末
とＢｌｕｅｔｏｏｔｈ機器とを常に通信可能状態とするモードである。「接続／切断」処
理は最初の一度だけで済むため、待ち時間が少ないというメリットがある一方、常に通信
可能状態としているため電池の消耗が激しいというデメリットがある。
【００３２】
　「事前接続モード」は、アプリケーションを起動した後、所定の接続ポイントに達した
場合、ＨＴ端末とＢｌｕｅｔｏｏｔｈ機器との通信を接続し、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ通信後
に切断するモードである。事前にＢｌｕｅｔｏｏｔｈ通信を接続状態とするため、「接続
」についての待ち時間が少なくなるというメリットがある。
【００３３】
　「都度接続モード」は、アプリケーションを起動した後、ＨＴ端末とＢｌｕｅｔｏｏｔ
ｈ機器とが、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ通信を行う必要が生じた場合、ＨＴ端末とＢｌｕｅｔｏ
ｏｔｈ機器との通信を接続し、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ通信後に切断するモードである。その
都度接続するため、「接続／切断」についての待ち時間が生じるというデメリットはある
が、電池の消耗は少ないというメリットがある。
【００３４】
　本実施の形態では、電池の電圧に応じてモードを切り替える方法を採用している。電圧
が高い場合は、電池の残量が多いと判断でき、電圧が低いときは、電池の残量が少ないと
判断できるからである。
【００３５】
　電圧値はユーザが任意に入力可能である。図３の例では、７．５ボルト以上の場合は、
「常時接続モード」に、６．８～７．４ボルトの間は、「事前接続モード」に、６．７ボ
ルト以下の場合は、「都度接続モード」に設定する例となっている。
【００３６】
　設定３０５ボタンを押下することにより、設定値がＨＴ端末に記憶される。
【００３７】
　なお、電池の残量は、電圧による判断するものに限定されるものではなく、他の方法を
採用してもよい。
【００３８】
　図４は、本実施の形態のＨＴ端末における処理の流れを示すフローチャートである。
【００３９】
　４０１において、ＨＴ端末は、アプリケーションを起動する。なお、このアプリケーシ
ョンは、ＨＴ端末に記憶されているアプリケーションであって、ユーザが任意に指定する
ものである。アプリケーションの種類に応じて、各種Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ機器と通信を行
う。例えば、アプリケーションＡの処理では、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ機器ＡとＢｌｕｅｔｏ
ｏｔｈ機器Ｂと通信を行ったり、アプリケーションＢの処理では、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ機
器Ｃと通信を行ったりする。
【００４０】
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　４０２～４１８の間で、アプリケーション処理が行われる。
【００４１】
　４０３において、ＨＴ端末は、モード設定フラグの有無をチェックする。フラグありの
場合、４０４へ進み、フラグなしの場合、４１４へ進む。具体的には、図３に示す例で接
続モードの設定が行われた場合、ＨＴ端末内部にモード設定フラグの設定がされるため、
このフラグを参照することで判断している。
【００４２】
　４０４において、ＨＴ端末は、バッテリ容量のチェック（確認）を行う。ここでは、電
池の電圧をチェックして、図３に示す例で説明した、３つのモードのいずれのモードを適
用するかを判定している。
【００４３】
　本実施の形態では、７．５ボルト以上の場合は、「常時接続モード」に、６．８～７．
４ボルトの間は、「事前接続モード」に、６．７ボルト以下の場合は、「都度接続モード
」に設定することとなっている。
【００４４】
　なお、ここではバッテリの残量に応じて、接続モードを切り替えている。バッテリの残
量のチェックをするために電圧をチェックする方法は一例であって、これに限られるもの
ではない。バッテリ容量（バッテリ残量）を確認できればどのような方法であってもよい
。
【００４５】
　次に各モードについて説明を行う。
（１）「常時接続モード」
　４０５において、ＨＴ端末は、ＨＴ端末とＢｌｕｅｔｏｏｔｈ機器とが未接続かどうか
を判定する。Ｙｅｓの場合、４０６へ進み、Ｎｏの場合、４０７へ進む。ここで判定対象
なるＢｌｕｅｔｏｏｔｈ機器は、現在起動しているアプリケーションの処理に用いられる
機器である。
【００４６】
　４０６において、ＨＴ端末は、ＨＴ端末とＢｌｕｅｔｏｏｔｈ機器との接続を行う。こ
こでは、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ接続ライブラリを呼び出す。
【００４７】
　４０７において、ＨＴ端末は、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ処理を行うかを判定する。Ｙｅｓの
場合、４０８へ進み、Ｎｏの場合、４１８へ進む。
【００４８】
　４０８において、ＨＴ端末は、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ機器との処理を行う。例えば、Ｂｌ
ｕｅｔｏｏｔｈ機器がプリンタの場合、印刷処理を行う。ここでは、各種Ｂｌｕｅｔｏｏ
ｔｈ機器の種類に応じた処理が行われる。
（２）「事前接続モード」
　４０９において、ＨＴ端末は、接続ポイントであるかどうかを判定する。Ｙｅｓの場合
、４１０へ進み、Ｎｏの場合、４１８へ進む。ここで、接続ポイントとは、予めアプリケ
ーション毎に登録されるポイントである。この接続ポイントに達したとき、Ｂｌｕｅｔｏ
ｏｔｈ接続ライブラリを呼び出す。
【００４９】
　４１０において、ＨＴ端末は、ＨＴ端末とＢｌｕｅｔｏｏｔｈ機器との接続を行う。こ
こでは、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ接続ライブラリを呼び出す。
【００５０】
　４１１において、ＨＴ端末は、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ処理を行うかを判定する。Ｙｅｓの
場合、４１２へ進み、Ｎｏの場合、４１８へ進む。
【００５１】
　４１２において、ＨＴ端末は、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ機器との処理を行う。
【００５２】
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　４１３において、ＨＴ端末は、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ機器との通信を切断する。
【００５３】
　図５を用いて、４０９～４１３の処理の一例を説明する。
【００５４】
　図５は、ＨＴ端末の画面例を示す図である。
【００５５】
　５０１～５０３は、ＨＴ端末において遷移する各画面の例である。
【００５６】
　数量入力画面５０１は、商品１～９の数量を入力する画面である。入力確認画面５０２
は、数量入力画面で入力された商品の金額を確認する画面である。印刷確認画面５０３は
、印刷処理を行うかを確認する画面である。
【００５７】
　この例では、「ＯＫ」ボタン５０４押下後のポイントが、接続ポイントとして登録され
ているものとする。従って、「ＯＫ」ボタン５０４が押下されると、ＨＴ端末は、このア
プリケーション処理で用いられるＢｌｕｅｔｏｏｔｈ機器との接続を行う。
【００５８】
　その後、ユーザは、「確認」ボタン５０５を押下した後、実際の印刷処理を開始したい
場合は、「印刷」ボタン５０６を押下することとなる。「印刷」ボタン５０６が押下され
ると、印刷処理を実行する。その後、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ機器との通信を切断する。
【００５９】
　この例では、実際に印刷指示を行う画面へ遷移する数画面前のタイミングで、ＨＴ端末
とＢｌｕｅｔｏｏｔｈ機器との通信が接続されているため、実際にユーザが印刷処理を実
行するタイミングでは、接続待ち時間なくそのまま印刷処理を実行できることとなる。
（３）「都度接続モード」
　４１４において、ＨＴ端末は、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ処理を行うかを判定する。Ｙｅｓの
場合、４１５へ進み、Ｎｏの場合、４１８へ進む。
【００６０】
　４１５において、ＨＴ端末は、ＨＴ端末とＢｌｕｅｔｏｏｔｈ機器との接続を行う。こ
こでは、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ接続ライブラリを呼び出す。
【００６１】
　４１６において、ＨＴ端末は、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ機器との処理を行う。
【００６２】
　４１７において、ＨＴ端末は、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ機器との通信を切断する。
【００６３】
　「都度接続モード」は、ＨＴ端末とＢｌｕｅｔｏｏｔｈ機器が通信を行う都度、通信の
「接続／切断」を行うモードである。従って、図５に示す例の場合、「印刷」ボタン５０
６が押下されると、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ機器との通信を接続する。
【００６４】
　以上、３つのモードについて説明した。
【００６５】
　なお、４１８において、ＨＴ端末は、アプリケーションの終了指示がなされた場合、ル
ープを抜ける。
【００６６】
　４１９において、ＨＴ端末は、常時接続モードであるかを判定する。Ｙｅｓの場合、４
２０へ進み、Ｎｏの場合、４２１へ進む。
【００６７】
　４２０において、ＨＴ端末は、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ機器との通信を切断する。常時接続
モード以外は、アプリケーション処理の中で通信を切断することができるが、常時接続モ
ードは常に接続していることから、アプリケーションの終了指示があった際に、通信を切
断することとしている。
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　４２１において、ＨＴ端末は、アプリケーションを終了する。
【００６９】
　以上説明した通り、本発明によれば、電池残量に応じて、ＨＴ端末と外部機器との通信
接続モードを変更することで、操作者の待ち時間を減らしつつ、電池の消耗を少なくする
ことができる。
【００７０】
　なお、上述した各種データの構成及びその内容はこれに限定されるものではなく、用途
や目的に応じて、様々な構成や内容で構成されることは言うまでもない。
【００７１】
　以上、一実施形態について示したが、本発明は、例えば、システム、装置、方法、プロ
グラムもしくは記録媒体等としての実施態様をとることが可能であり、具体的には、複数
の機器から構成されるシステムに適用しても良いし、また、一つの機器からなる装置に適
用しても良い。
【符号の説明】
【００７２】
１０１　ＣＰＵ
１０２　ＲＡＭ
１０３　ＲＯＭ
１０４　操作部　Ｉ／Ｆ
１０５　操作部
１０６　プリンタ　Ｉ／Ｆ
１０７　プリンタ部
１０８　ＭＣ
１０９　ハードディスク
１１０　外部　Ｉ／Ｆ
１１１　システムバス
１１２　電源部
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